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第１章 総 則 

第１条 本学は女子に対し広く一般教育を施すと共に専門的な学芸を教授し、高い教養と職業及

び実際生活に必要な能力を有する人材を育成することを目的とする。 

第２条 学校法人大妻学院がこれを設置する。 

２ 本学は東京都千代田区三番町１２番地に置く。 

第２条の２ 本学は、教育研究水準の向上を図り、その目的及び社会的使命を達成するため、教

育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 前項の点検及び評価に関する事項は別に定める。 
 

第２章 学科・コース 

第３条 本学に次の学科・コースを置く。 

家政科 家政総合コース 

食と栄養コース 

２ 本学に人間生活文化研究所を置く。人間生活文化研究所の規程は別に定める。

第３条の２ 学科の教育研究上の目的は、次のとおりとする。 

家政科は、衣・食・健康・住生活など人間生活全般にかかわる実践的知識と技術を身につけ、

高い教養と職業及び実際生活に必要な能力を有する人材を育成することを目的とする。 

 
第３章 教育課程 

第４条 学科・コースの授業科目は別表（１）のとおりとする。 

２ 司書に関する専門教育科目は別表（２）のとおりとする。 

 
第４章 履修方法、卒業の認定及び学位の授与 

第５条 修業年限は２年とし、在学年数は４年を超えることはできない。 

２  毎学年の授業期間は、３５週にわたることを原則とする。 

第５条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用

により行うものとする。 

２ 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、

当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ メディアを利用して行う授業は、あらかじめ指定した日時にパソコンその他双方向の通信手

段によって行う。 

４ 前項の授業を実施する授業科目については、別に定める。 

第６条 各授業科目の単位数は、４５時間の学修を必要とする授業内容をもって１単位とするこ

とを原則とし、当該授業による教育効果、授業外に必要な学修等を考慮して、おおむね１５時

間から４５時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等については、学修の成果を評価するものと

し、所定の単位を与える。 

第７条 本学を卒業するためには、最低次の単位を修得しなければならない。 

学科・コース 全学共通科目 専門教育科目 

家 政 科 
家政総合コース １８単位 ４６単位 

食と栄養コース １３単位 ５４単位 
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２ 前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位のうち、第５条の２第２項の授業の方法

により修得する単位数は３０単位を超えないものとする。 

第７条の２ 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学において履修した授業科目につ

いて修得した単位を、３０単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得した

ものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は、次の各号の場合について準用する｡

一 外国の大学又は短期大学に留学する場合 

二 外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合

三 外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において 

位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程におけ 

る授業科目を我が国において履修する場合 

３ 前２項に定める単位認定に関する事項は、別に定める。 

第７条の３ 教育上有益と認めるときは、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その

他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えるこ

とができる。 

２ 前項により与えることのできる単位数は、前条第１項及び第２項により本学において修得し

たものとみなした単位数と合わせ３０単位を超えないものとする。 

３ 前項に定める単位認定に関する事項は、別に定める。 

第７条の４ 教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に大学又は短期大学において履修し

た授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を、入学後の

本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に行った前条第１項に規定する学修を、本学

における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除

き、本学において修得した単位以外のものについては、第７条の２第１項及び前条第１項によ

り本学において修得したものとみなす単位数と合わせ３０単位を超えないものとする。この場

合において第７条の２第２項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせるとき

は、４５単位を超えないものとする。 

４ 前項に定める単位認定に関する事項は、別に定める。 

第８条 栄養士の資格を得ようとする者は、栄養士法施行規則の定めるところにより単位を修得

しなければならない。 

第９条 司書の資格を得ようとする者は、図書館法及び同法施行規則の定めるところにより単位

を修得しなければならない。ただし、司書に関する専門教育科目は第７条に定める所定の単位

の他に修得しなければならない。 

第９条の２ 学科・コースにおいて、取得できる第８条及び第９条に定める資格は次のとおりと

する。 

学科・コース 資 格 

家 政 科 
家政総合コース 司書 

食と栄養コース 栄養士 
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第１０条 授業科目は、原則として配当された各年次において履修するものとする。 

２ １年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は、別に定める。 

３ 学生が授業科目を履修した場合は試験、その他の本学が定める適切な方法により学修の成果 

を評価し、合格者に対して単位を与える。  

４ 試験は毎年前期及び後期の二期に筆記、口述及び論文その他によって行う。 

５ 試験の成績はＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤとし、Ｄは不合格とする。 

６ 成績評価基準は別に定める。 

第１１条 本学に２年以上在学し、第４条に定める授業科目及び第７条に定める単位数を修得し

た者については、教授会における審議を経て、卒業を認定する。 

２ 卒業を認定した者に対して、本学学位規程の定めるところにより短期大学士の学位を授与す

る。 

３ 前項の学位の表記は、次のとおりとする。

家政科 短期大学士（家政学） 

 

第５章 入学、退学、休学、復学、転学、留学、コース変更、再入学及び除籍 

第１２条  入学の時期は、学年の初めとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、適当であると認めるときは、学期の初めにも入学させることがで

きる。 

第１３条 本学に入学し得る者は、次の各号の一に該当する女子とする。

一 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

二 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相

当する学校教育を修了した者を含む。） 

三 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部

科学大臣の指定した者 

四 文部科学大臣が、高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設

の当該課程を修了した者 

五 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準

を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後

に修了した者 

六 文部科学大臣の指定した者 

七 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程に

よる大学入学資格検定（以下「旧検定」という。）に合格した者を含む。） 

八 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認めた者で、１８歳に達した者 

第１４条 入学志願者は入学願書及び出身学校長が発行する調査書等を所定の期日までに提出 

し、第２６条に定める入学検定料を納入しなければならない。 

第１５条 入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。 

第１６条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに本人の誓約書

及び連帯保証人の保証書、その他の書類を提出し、所定の納付金を納入しなければならない。 

第１６条の２ 前条の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

第１７条 連帯保証人は父母、近親者又は本学が定めた者とする。 
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２ 連帯保証人は、その学生が本学に対して負担する債務を連帯保証する。 

３  連帯保証人について本学で適当でないと認めたときは変更させることがある。 

４ 連帯保証人が連帯保証する、本学に対して負担する債務の範囲は、保証書に定める。 

第１８条 疾病その他止むを得ない理由により退学しようとする場合は、許可を得て退学するこ

とができる。 

第１９条 疾病その他止むを得ない理由により、３か月以上欠席する場合は、許可を得て休学す

ることができる。 

２ 休学期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、期限を限ってこれの延長

を認めることができる。 

３ 休学期間は、通算して２年を超えることができない。 

第２０条 前条の理由が解消した時は、許可を得て復学することができる。

第２１条 休学の期間は在学年数に算入しない。 

第２２条 本学から他の大学へ、若しくは他の大学から本学へ転学を志望する学生で、正当の理

由があると認めた場合にはこれを許可することがある。 

ただし、その場合は転学許可書と共に、在学年限及び既得単位の証明書によって、転籍事実

を明らかにしなければならない。 

第２２条の２ 教育上有益と認めるときは、学生が外国の大学における学修のため留学すること

を許可することができる。 

２ 前項の規定により外国の大学において学修する期間は、１年を限度とする。 

３ 学生が留学の期間において履修した授業科目について修得した単位を、第７条の２の規定に

基づき、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

４ 外国の高等教育研究機関のうち、大学に相当するものとして認定したものにおいて履修した

学生についても、前項の規定を準用して本学における相当する授業科目の履修とみなし、単位

を修得したものとすることができる。 

５ 第１項の許可を得て留学した期間は、第１１条に定める在学期間に含める。 

６ 前項までに定めるもののほか、学生の留学について必要な事項は、別に定める。 

第２２条の３ 休学期間中に他の大学又は短期大学等において履修した授業科目について修得し

た単位を、第７条の２の規定に基づき、本学における授業科目の履修により修得したものとみ

なすことができる。 

２ 休学期間中に行う大学又は短期大学以外の教育施設等における学修を、第７条の３の規定に

基づき、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

第２２条の４ 削除 

第２２条の５ コース変更を希望する者があるときは、別に定める規程により選考の上、これを

許可することがある。 

第２３条 第１８条の規定により本学を退学した者で、退学後２年以内に再入学を志願する者が

あるときは、欠員のある場合に限り選考の上再入学を許可することがある。 

第２３条の２ 次の各号の一に該当する者は、除籍することができる。

一 第５条第１項に定める在学年数を超えた者 

二 第１９条第３項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者

三 授業料及び教育充実費を滞納し、督促してもなお納入しない者 

四 長期にわたり行方不明の者 
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２ 前項第３号及び第４号の理由により除籍となった者で、除籍後２年以内に再入学を志願する

者があるときは、欠員のある場合に限り選考の上再入学を許可することがある。 

第２３条の３ 第１２条及び第１４条から第１７条までの規定は、再入学に準用する。 

 

第６章 賞 罰 

第２４条 次の各号の一に該当する者には、表彰し、又は賞品を授与することがある。

一 学力が特に優秀な者 

二 品性高潔にして全学生の模範とするにたる者

三 課外活動等において功績の顕著なる者 

第２５条 学則その他本学が定める規則を守らず本学学生としての本分に反する行為をした者は、

これを懲戒する。 

２ 懲戒は訓告、停学及び退学とする。 

３ 前項の退学は次の各号の一に該当する者に対して行う。

一 性行不良で改善の見込がないと認められた者 

二 学力劣等で成業の見込がないと認められた者

三 正当の理由がなくて出席の常でない者 

四 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

４ 懲戒の処分の手続きは、別に定める。 

第２５条の２ 停学の期間は、原則として在学年数に算入しない。 
 

第７章 授業料その他の納付金 

第２６条 授業料その他の納付金の額を次のとおり定める。 

一 入学検定料 35,000円（ただし、一般選抜Ｂ方式（大学入学共通テストを利用する選抜） 

については、15,000円） 

二 入学金   150,000円 

三 授業料   家政科 725,000円（２年次 735,000円） 

四 教育充実費 家政科 480,000円（２年次 490,000円） 

五 実験実習費 実費 

六 その他の納付金については、別に定める。 

七 第１号に定める入学検定料については、一般選抜において複数のコースに同時に出願する

場合は、次のとおり入学検定料割引を適用することができる。 

① Ａ方式において同時に２コースに出願する場合は、２コース目は１コースにつき5,000円

とする。 

② Ｂ方式（大学入学共通テストを利用する選抜）において同時に２コースに出願する場合

は、２コース目は１コースにつき5,000円とする。 

２ 転学、コース変更及び再入学の場合の授業料その他の納付金の額については、別に定める。 

第２７条 授業料その他の納付金は、指定された期日までに納入しなければならない。 

第２８条 休学期間中の授業料は全額免除とし、教育充実費は半額免除とする。ただし、学期の

途中で休学又は復学する者は、その期の所定の学費を納入しなければならない。 

２ 欠席又は停学中の者の授業料及び教育充実費は減免しない。 
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３ 第２２条の２の規定により留学を許可された者の留学期間中の授業料は全額免除とする。た

だし、本学と外国の大学又は短期大学との交換留学協定（授業料等を相互に不徴収とすること

を定めているものに限る。）に基づく交換留学生として、留学を許可された者を除く。 

第２８条の２ 特に必要と認めた場合には、第２６条に定める学生納付金を減免することができ

る。 

２ 学生納付金の減免に関する規程は別に定める。 

第２９条 退学又は除籍された者に対しても既納の授業料及び教育充実費は返戻しない。また未

納の時は直ちに納入しなければならない（第２３条の２第３号に該当するものを除く。） 

第３０条 削除 

第３１条 学生の中で、品行方正、学力優秀であって修業中学費支弁の途を失った者に対しては、 

貸費生として別に定める額を貸与することがある。 

第３２条 貸費生で卒業した者は、卒業の翌年から毎月貸与額の２４分の１を月額で返済するこ

とを要する。 

 
第８章 教職員組織 

第３３条 本学に学長を置く。学長に事故のあるときは、あらかじめ定めた者が代理する。 

２ 学長は、校務をつかさどり、所属教職員を統督する。 

第３３条の２ 本学に副学長を置くことができる。 

２ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

第３３条の３ 本学に短期大学部長を置く。 

２ 短期大学部長は、教授会の進行、全学的に設置されている委員会における本学の代表、その

他、学長から委任された校務をつかさどる。 

第３４条 本学に教育及び研究のため、教授、准教授、講師、助教及び助手を置く。その定員は

別に定める。 

第３５条 本学に事務遂行のため、一定数の職員を置く。 
 

第９章 教 授 会 

第３６条 本学に教授会を置く。 

２ 教授会は原則として基幹教員の教授、准教授、講師及び助教をもって組織する。 

第３７条 本学の教授会（以下「学部教授会」という。）は、次の事項を審議し、学長が決定を

行うに当たり意見を述べるものとする。 

一 学生の入学及び卒業

二 学位の授与 

三 前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学部教授会の意見を聴くこ

とが必要なものとして学長が定めるもの 

２ 学部教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び短期大学部長がつかさどる教育研究に

関する事項について審議し、及び学長、短期大学部長の求めに応じ、意見を述べることができ

るものとする。また、学科等は、短期大学部長がつかさどる教育研究に関する事項について審

議し、及び短期大学部長の求めに応じ、意見を述べることができるものとする。 

３ 学部教授会は、必要に応じて専門委員会を設け、その権限を委譲することができる。 
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第９章の２ 運営会議 

第３７条の２ 本学に運営会議を置く。 

２ 運営会議は、本学の教育研究に関する重要な事項について審議し、学長が決定を行うに当た

り意見を述べるものとする。 

３ 運営会議に関する事項は、別に定める。 
 

第１０章 学生定員及び学級数 

第３８条 学生定員は次のとおりとする。 

入学定員 収容定員 

  家政科 家政総合コース       ３５名     ７０名 

        食と栄養コース      ５５名   １１０名 

 

２ 家政科食と栄養コースの学級数は、１学年２学級、２学年合計４学級とする。 

第１１章 附属施設 

第３９条 本学に次の附属施設を置く。 

一 図書館 

二 健康センター 

三 学生相談センター

四 博物館 

五 キャリア教育センター

六 教職総合支援センター

七 国際センター 

八 英語教育研究所 

九 情報メディアセンター 

十 社会連携センター 

 

２ 各附属施設に関する規程は別に定める。 
 

第１２章 科目等履修生、特別聴講学生、委託生及び外国人留学生 

第４０条 本学の授業科目のうち、１科目又は数科目を選んで履修を希望する者があるときは、

授業及び研究に支障のない限り選考の上、科目等履修生として履修を許可することがある。 

２ 科目等履修生には、第１０条の規定を準用して単位を与えることができる。 

３ 科目等履修生に関する規程は、別に定める。 

第４０条の２ 国内外の大学、短期大学、高等学校又はそれらに準ずる教育機関との協定に基づ

き、本学の授業科目の一部の履修を希望する者があるときは、特別聴講学生として履修を許可す

ることがある。 

 ２ 特別聴講学生には、第１０条の規定を準用して単位を与えることができる。 

３ 特別聴講学生に関する規程は、別に定める。 

第４１条 国内外の公共機関等から、その所属職員について研究事項を定め、研修について委託

の願い出があるときは、授業及び研究に支障のない限り選考の上、委託生として研修を許可す
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ることがある。 

２ 委託生に関する規程は別に定める。 

第４１条の２ 科目等履修生、特別聴講学生及び委託生については、別段の定めのあるものを除

くほか、本学学生に関する規定を準用する。 

第４２条 外国人で、本学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者

については、外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 前項の規定により外国人留学生として入学を許可される者は、出入国管理及び難民認定法（昭

和２６年政令第３１９号）別表第一に定める「留学」の在留資格を有する者又は入学後に取得

できる者で、選考の上入学を許可された者とする。 

３ 第１項の規定により入学を志願する者に対しては、本学において、履歴、人物、健康等につ

いて選考するほか、修学に必要な日本語及び学力について筆記、口述その他適当な方法によっ

て選考を行う。 

４ 外国人留学生に関する規程は別に定める。 
 

第１３章 地域貢献等 

第４３条 地域貢献等については別に定める。 

 

第１４章 学年、学期及び休業 

第４４条 学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

第４５条 学年を分けて、次の二期とする。 

前期 ４月１日から９月１４日まで 

後期 ９月１５日から翌年３月３１日まで 

２ 第１項の規定にかかわらず、必要に応じて前期終了日及び後期開始日を変更することができ

る。 

第４６条 学年中の定期休業日を次のとおり定める。 
 

一 学年末休業 ３月２１日から３月３１日まで 

二 夏季休業 ８月１日から９月１４日まで 

三 冬季休業 １２月２２日から翌年１月６日まで 

四 学校記念日 １１月２０日 

五 日曜日  

六 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

２ 前項各号に定める定期休業日でも授業等を課し、又は特別講義を聴講させることがある。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第１号から第３号までの休業期間を変更し、又は臨時に休業日 

を定めることができる。 

 

附 則 

この学則は、昭和49年４月１日から施行する。ただし、昭和４８年度に家政科食物栄養専攻に 

入学した学生の履修方法、単位数については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、昭和50年４月１日から施行する。ただし、昭和４９年度以前に家政科食物栄養

専攻に入学した学生の、専門教育科目及び外国語科目の単位数については、なお従前の例によ
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る。 

２ 第２５条については、昭和５０年度入学生から適用する。

附 則 

この学則は、昭和51年４月１日から施行する。ただし、第２５条については、昭和５１年度の

入学生から適用する。 

附 則 

この学則は、昭和52年４月１日から施行する。

附 則 

この学則は、昭和53年４月１日から施行する。ただし、第２５条第１項第１号及び第２号は、

昭和５３年度入学者から適用する。 

附 則 

この学則は、昭和54年４月１日から施行する。ただし、第２５条第１項第１号及び第３号は、

昭和５４年度入学者から適用し、同条第１項第４号については、昭和５４年度入学志願者から適

用する。 

附 則 

この学則は、昭和55年４月１日から施行する。ただし、第２６条第１項第１号及び第３号は、

昭和５５年度入学者から適用し、同条第１項第４号の家政科第二部については、昭和５５年度入

学志願者から適用する。 

附 則 

この学則は、昭和56年４月１日から施行する。ただし、第２６条第１項第１号及び第３号につ

いては、昭和５６年度入学者から適用し、同条第１項第４号については、昭和５６年度入学志願

者から適用する。 

附 則 

この学則は、昭和57年４月１日から施行する。ただし、第２６条第１項第１号については、昭

和５７年度入学者から適用する。 

附 則 

この学則は、昭和58年４月１日から施行する。ただし、第７条第２項及び第２６条第１項第１

号については、昭和５８年度入学者から適用する。 

附 則 

この学則は、昭和59年４月１日から施行する。ただし、第２６条第１項第１号については、昭

和５９年度入学者から適用し、同条同項第４号については、昭和５９年度入学志願者から適用す

る。 

附 則 

この学則は、昭和60年４月１日から施行する。ただし、第２６条第１項第１号については、昭

和６０年度入学者から適用し、同条第１項第４号については、昭和６０年度入学志願者から適用

する。 

附 則 

１ この学則は、昭和61年４月１日から施行する。ただし、第２６条第１項第４号については、

昭和６１年度入学志願者から適用する。 

２  第３８条に規定する学生定員は、昭和７５年度までの間は、次のとおりとする。 
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年 度 昭和６１年度 昭和６２年度から
昭和７４年度まで 昭和７５年度 

学科等 入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

家政科第一部 家政専攻 800人 1,200人 800人 1,600人 400人 1,200人 

食物栄養専攻 200人 300人 200人 400人 100人 300人 

家政科第二部 200人 320人 200人 400人 120人 320人 

国 文 科 300人 500人 300人 600人 200人 500人 

英 文 科 300人 500人 300人 600人 200人 500人 

計 1,800人 2,820人 1,800人 3,600人 1,020人 2,820人 

附 則 

１ この学則は、昭和62年４月１日から施行する。 

２ 第２６条第２号については、昭和６２年度入学者から適用し、同条第５号については、昭和 

６２年度入学志願者から適用する。 

附 則 

１ この学則は、昭和63年４月１日から施行する。 ただし、第２６条第２号については、昭和 

６３年度入学者から適用する。 

２ 第３８条第５号、第６号及び第７号の総定員については昭和６３年度に限り次のとおりとす

る。 

生活科 １４０名 

日本文学科 １３０名 

実務英語科 １５０名

附 則 

１ この学則は、平成元年４月27日から施行し４月１日から適用する。ただし、この学則の施行

の際、昭和６３年度以前に入学し、現に在学中の者に係る第４条第１項の規定による別表  

（１）の１の授業科目（家政科第一部）に関しては、なお、従前の例による。 

２ 第５条第１項、第１９条第２項及び同条第３項については、平成元年度入学者から適用する。 

３ 第２６条第２号及び第４号については、平成元年度入学者から適用する。ただし、第２６条 

第２号の規定にかかわらず、昭和６３年度入学者については、41,200円とする。 

４ 第２６条第３号については、平成元年３月31日までに入学を許可された者は、なお、従前の

例による。 

５ 第２６条第５号については、平成元年度入学志願者から適用する。

附 則 

１  この学則は、平成２年４月１日から施行する。ただし、この学則施行の際、平成元年度以前

に入学し、現に在学中の者に係る第４条第１項の規定による別表（１）の１、（１）の２及び

別表（２）の授業科目に関しては、なお、従前の例による。 

２ 第２６条第３号については、平成２年度入学者から適用する。 

３ 第２６条第４号の規定にかかわらず昭和６２年度入学者に係る教育充実費は20,000円、昭和 

６３年度入学者については40,000円、平成元年度入学者については60,000円とする。 

附 則 

１ この学則は、平成３年４月１日から施行する。ただし、この学則施行の際、平成２年度以前

に入学し、現に在学中の者に係る第４条第１項の規定による別表（１）の１及び（１）の２の

授業科目に関しては、なお、従前の例による。 
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２ 第２６条第４号については、平成３年度入学者から適用する。 

３ 第３８条第５号、第６号及び第７号に規定する学生定員は、平成１２年度までの間は、次の

とおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 
 

附 則 

この学則は、平成３年９月24日から施行する。

附 則 

１ この学則は平成４年４月１日から施行する。 

２ 第２６条第２号の規定は、平成３年10月１日から適用する。 

３ 第２６条第４号の規定は、平成４年度の入学者から適用する。 

附 則（平成４年12月18日、大妻女子大学学則等の一部を改正する規則） 

１ この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の短期大学部学則施行の際、平成４年度以前に入学し、現に在学中の

者に係る第４条第１項の規定による別表（１）の１、（１）の２の授業科目及び第７条第１項

の表の一般教育科目の履修に関しては、なお、従前の例による。 

３ この規則による改正後の大妻女子大学学則第２６条第４号、大妻女子大学大学院学則第４７

条第４号及び大妻女子大学短期大学部学則第２６条第４号に定める教育充実費は、平成５年度

の入学者から適用する。 

附 則（平成６年１月27日、大妻女子大学学則等の一部を改正する規則） 

１ この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

３ この規則による改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成５年度以前に入学し、

現に在学中の者に係る第４条第１項の別表（１）の２の授業科目に関しては、なお、従前の例

による。 

７  この規則による改正後の大妻女子大学短期大学部学則第２６条第４号に定める教育充実費

は、平成６年度の入学者から適用する。 

附 則（平成７年２月１日、大妻女子大学学則等の一部を改正する規則） 

１ この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

６ この規則による改正後の大妻女子大学短期大学部学則第２６条第３号及び第４号に定める授

業料、教育充実費は、平成７年度の入学者から適用する。 

附 則（平成８年２月１日、大妻女子大学学則等の一部を改正する規則） 

１ この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

６ この規則による改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成７年度以前に入学し、 

現に在学中の者に係る第４条第１項の別表（１）の１の授業科目に関しては、なお、従前の例 

による。 

７ この規則による改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成７年度以前に入学し、

現に在学中の者に係る第７条の履修方法及び卒業必要単位数に関しては、なお、従前の例によ

年 度 

 

学 科 

平成３年度 
平成４年度から
平成11年度まで 

平成１２年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

生 活 科 165人 305人 165人 330人 140人 305人 
日本文学科 165人 295人 165人 330人 130人 295人 
実務英語科 165人 315人 165人 330人 150人 315人 

計 495人 915人 495人 990人 420人 915人 
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る。 

８ この規則による改正後の大妻女子大学短期大学部学則第２６条第２号から第４号に定める入

学金、授業料及び教育充実費は、平成８年度の入学者から適用する。 

附 則（平成８年10月28日、大妻女子大学学則等の一部を改正する規則） 

１ この規則による改正後の学則は、平成９年４月１日から施行する。 

５ この規則による改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成８年度以前に入学し、

現に在学する学生に係る第４条第１項の別表（１）の１の授業科目、第７条の履修方法及び卒

業必要単位に関しては、なお従前の例による。 

６ この規則による改正後の大妻女子大学短期大学部学則第２６条第３号及び第４号に定める授

業料及び教育充実費は、平成９年度の入学者から適用する。 

附 則（平成９年11月４日、大妻女子大学学則等の一部を改正する規則） 

１ この規則による改正後の学則は、平成10年４月１日から施行する。 

６ この規則による改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成９年度以前に入学し、

現に在学する学生に係る第４条第１項の別表（１）の１、別表（１）の２の授業科目に関して

は、なお従前の例による。 

７ この規則による改正後の大妻女子大学短期大学部学則第２６条第３号及び第４号に定める授

業料及び教育充実費は、平成１０年度の入学者から適用する。 

附 則（平成11年１月29日、大妻女子大学学則等の一部を改正する規則） 

１ この規則による改正後の学則は、平成11年４月１日から施行する。 

７  この規則による改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成１０年度以前に入学し、

現に在学する学生に係る第４条第１項の規定による別表（１）の１の授業科目に関しては、な

お、従前の例による。 

８ この規則による改正後の大妻女子大学短期大学部学則第２６条第３号及び第４号に定める家

政科第一部、家政科第二部、国文科、英文科の授業料及び教育充実費は、平成１１年度の入学

者から適用する。 

附 則 

１ この規則による改正後の学則は、平成12年４月１日から施行する。 

２ 第３８条第１号、第３号、第４号に規定する学生定員は、昭和61年４月１日施行の改正学則

附則第２項の規定にかかわらず、平成１２年度から平成１７年度までの間は、次のとおりとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 

 入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

 600人 1,250人 600人 1,200人 400人 1,000人 

年 度 

学科等 

平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度   

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員  

家政科第一部 家政専攻 750人 1,550人 700人 1,450人 650人 1,350人  

食物栄養専攻 200人 400人 200人 400人 200人 400人 

国 文 科 280人 580人 260人 540人 250人 510人 

英 文 科 300人 600人 300人 600人 290人 590人 

計 1,530人 3,130人 1,460人 2,990人 1,390人 2,850人  
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附 則（平成11年11月１日、大妻女子大学学則等の一部を改正する規則） 

１ この規則による改正後の学則は、平成12年４月１日から施行する。 

４ この規則による改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成１２年度以降に入学し

在学する学生については、第８条第１項及び第４項に関しては適用しない。 

５ この規則による改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成１２年度以降に入学し

在学する学生に係る第４条第１項の規定による別表（２）及び別表（４）の授業科目に関して

は適用しない。 

６ この規則による改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成１２年度以降に入学し

在学する学生については、第９条に定める教員免許状の種類・教科は適用しない。 

７ この規則による改正後の大妻女子大学短期大学部学則第２６条第３号及び第４号に定める授

業料及び教育充実費は、平成１２年度の入学者から適用する。 

附 則 

１ この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則第２６条第４号に定める教育充実費は、平成１３年度

の入学者から適用する。 

附 則 

１ この学則は、平成14年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成１４年度以前に入学し、現に在学中の

者に係る第４条第１項の規定による別表（１）の授業科目に関しては、なお、従前の例による。 

３ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則第２６条第３号に定める授業料は、平成１４年の入学

者から適用する。 

４ 第３８条第１号、第３号、第４号に規定する学生定員は、平成１２年度施行の改正学則附則

第２項の規定にかかわらず、平成１６年度までの間は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
附 則 

１ この学則は、平成15年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学学則施行の際、平成１４年度以前に入学し、現に在学中の者に係る第

４条の規定による別表（１）の授業科目に関しては、なお、従前の例による。 

３ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則第２６条第３号に定める授業料は、平成１５年度の入

学者から適用する。 

200人 400人 150人 350人 100人 250人 

250人 500人 250人 500人 200人 450人 

 270人 560人 250人 520人 200人 450人 

 1,320人 2,710人 1,250人 2,570人 900人 2,150人 

年 度 

学科等 

平成１４年度   平成１５年度 平成１６年度   

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

家政科第一部 家政専攻 400人 1,100人 350人 750人 300人 650人 

食物栄養専攻 200人 400人 200人 400人 100人 300人 

国 文 科 200人 460人 200人 400人 150人 350人 

英 文 科 240人 540人 220人 460人 150人 370人 

計 1,040人 2,500人 970人 2,010人 700人 1,670人 
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附 則 

この学則は、平成15年４月１日から施行する。

附 則 

この学則は、平成15年12月16日から施行する。

附 則 

１ この学則は、平成16年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則第３８条第１項第１号に規定する家政科家政専攻、食

物栄養専攻の学生定員は、平成１６年度に限り次のとおりとする。 

 

 

 

 

附 則 

１ この学則は、平成16年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則第３条に定める「家政科」の名称については、平成 

１６年度の１年次から適用する。 

附 則 

この学則は、平成16年４月１日から施行する。

附 則 

この学則は、平成17年４月１日から施行する。

附 則 

１ この学則は、平成17年10月25日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則第11条第２項及び第３項の規定は、平成17年10月１日

から適用する。 

附 則 

１ この学則は、平成18年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成１８年度以前に入学し、現に在学中の

者に係る第４条第１項の規定による別表（１）の授業科目に関しては、なお、従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成18年10月１日から施行する。

附 則 

１ この学則は、平成19年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成１８年度以前に入学し、現に在学中の

者に係る第４条の規定による別表（１）の授業科目、第６条、第７条及び第１０条第２項、第 

５項に関しては、なお、従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、平成20年４月１日から施行する。 

２  改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成１９年度以前に入学し、現に在学中の 

者に係る第４条の規定による別表（１）の授業科目に関しては、なお、従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、平成21年４月１日から施行する。 

学科・専攻 入学定員 総定員 

家政科第一部 家政専攻 

食物栄養専攻 

200人 

200人 

500人 

300人 
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２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成２０年度以前に入学し、現に在学中の

者に係る第４条の規定による別表（１）の授業科目に関しては、なお、従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、平成22年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成２１年度以前に入学し、現に在学中の

者に係る第４条の規定による別表（１）の授業科目及び第７条第１項に関しては、なお、従前

の例による。 

附 則 

１ この学則は、平成23年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成２２年度以前に入学し、現に在学中の

者に係る第４条の規定による別表（１）の授業科目に関しては、なお、従前の例による。 

３ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則第３８条第１項第１号に規定する家政科家政専攻、生

活総合ビジネス専攻、食物栄養専攻の学生定員は、平成２３年度に限り次のとおりとする。 

 

 

 

 

 
附 則 

この学則は、平成23年４月１日から施行する。

附 則 

１ この学則は、平成24年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成２３年度以前に入学し、現に在学中の

者に係る第４条の規定による別表（２）の授業科目に関しては、なお、従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成24年４月１日から施行する。

附 則 

１ この学則は、平成25年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則第３８条第１項に規定する家政科家政専攻、国文科及

び英文科の学生定員は、平成２５年度に限り次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

附 則 

１ この学則は、平成25年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成２４年度以前に入学し、現に在学中の

者に係る第４条の規定による別表（１）の授業科目に関しては、なお、従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成25年４月１日から施行する。

附 則 

１ この学則は、平成26年４月１日から施行する。 

学科・専攻 入学定員 総定員 

家政科 家政専攻 

生活総合ビジネス専攻

食物栄養専攻 

１８０名 

７０名 

１５０名 

３８０名 

７０名 

３５０名 

 

学科・専攻 入学定員 収容定員 

家政科 家政専攻

国文科 

英文科 

１５０名 

１００名 

１００名 

３３０名 

２５０名 

２５０名 
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２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成２５年度以前に入学し、現に在学中の

者に係る第４条の規定による別表（１）（但し、全学共通科目の「国際理解科目」を除く）の

授業科目に関しては、なお、従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、平成27年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則第３８条第１項に規定する家政科家政専攻及び食物栄

養専攻、国文科並びに英文科の学生定員は、平成２７年度に限り次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

３ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則第３８条第２項に規定する学級数の合計は、平成２７

年度に限り７学級とする。 

附 則 

１ この学則は、平成27年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成２６年度以前に入学し、現に在学中の

者に係る第４条の規定による別表（１）の授業科目に関しては、なお、従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、平成28年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則第２６条第１項第４号に定める教育充実費は、平成２ 

８年度の入学者から適用する。 

附 則 

１ この学則は、平成28年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成２７年度以前に入学し、現に在学中の

者に係る第４条の規定による別表（１）の授業科目に関しては、なお、従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、平成29年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則第２６条第１項第２号に定める入学金、第３号に定め

る授業料及び第４号に定める教育充実費は、平成２９年度の入学者から適用する。 

附 則 

１ この学則は、平成29年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成２８年度以前に入学し、現に在学中の

者に係る第４条の規定による別表（１）の授業科目及び第７条第１項の最低修得単位数に関し

ては、なお、従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、平成30年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成２９年度以前に入学し、現に在学中の 

者に係る第４条の規定による別表（１）の授業科目及び第７条第１項の最低修得単位数に関し 

ては、なお、従前の例による。 

附 則 

学科・専攻 入学定員 収容定員 

家政科 家政専攻 ９０名 ２４０名 

食物栄養専攻 １１０名 ２６０名 

国文科 ４０名 １４０名 

英文科 ４０名 １４０名 
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１ この学則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、平成３０年度以前に入学し、現に在学中の

者に係る第４条の規定による別表（１）（但し、全学共通科目の「地域文化理解Ⅰ」、「地域文

化理解Ⅱ」及び「地域文化理解Ⅲ」を除く）の授業科目に関しては、なお、従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則 

１ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則第３８条第１項に定める家政科食物栄養専攻、国文科

及び英文科の学生定員は、令和２年度に限り、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 
附 則 

この学則は、令和２年４月１日から施行する。

附 則 

１ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、令和元年度以前に入学し、現に在学中の者

に係る第４条の規定による別表（１）の授業科目及び第７条第１項の最低修得単位数に関して

は、なお、従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、令和元年度以前に入学し、現に在学中の者

に係る第４条の規定による別表（１）及び（２）の授業科目に関しては、なお、従前の例によ

る。 

附 則 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、令和２年度以前に入学し、現に在学中の者

に係る第１６条及び第１７条に関しては、なお、従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、令和２年度以前に入学し、現に在学中の者

に係る第４条の規定による別表（１）の授業科目及び第７条第１項に関しては、なお、従前の

例による。 

３ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則第２６条第１項第１号及び第７号に関しては、令和２

年４月１日から適用する。 

附 則 

この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

学科・専攻 入学定員 収容定員 

家政科 食物栄養専攻

国文科 

英文科 

１００名 

４５名 

４５名 

２１０名 

８５名 

８５名 
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２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、令和３年度以前に入学し、現に在学中の者

に係る第４条の規定による別表（１）の授業科目に関しては、なお、従前の例による。 

附 則（令和５年１月２７日 理事会） 

１ この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、令和４年度以前に入学し、現に在学中の者

に係る第４条第２項、第４条の規定による別表（１）（但し、全学共通科目の「外国語特殊演

習」を除く）及び（２）、第７条第１項並びに第９条に関しては、なお、従前の例による。 

附 則（令和５年３月２７日 理事会）  

この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年５月２９日 理事会） 

１ この学則は、令和５年５月２９日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則第２６条第１項第７号に関しては、令和５年４月１日

から適用する。 

 附 則（令和５年１０月２７日 理事会） 

１ この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 国文科及び英文科は、令和６年４月１日から学生募集を停止する。 

３ 国文科及び英文科は、改正後の大妻女子大学短期大学部学則第３条第１項の規定にか 

かわらず、令和６年３月３１日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなる日までの 

間存続し、その者に係る第３条の２、第４条の規定による別表（１）、第７条第１項、第９

条の２、第１１条第３項及び第２６条第１項第３号～第４号に関しては、なお、従前の例によ 

る。 

４ 国文科及び英文科の収容定員は、令和６年度に限り各４５名とする。 

５ 附則２にかかわらず、国文科及び英文科は、令和６年度に限り、転学、転科又は再入学を受け 

入れることができる。ただし、受け入れる学年は２年次のみとする。 

   附 則（令和６年１月２６日 理事会） 

１ この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、令和５年度以前に入学し、現に在学中の者に

係る第４条の規定による別表（１）の授業科目に関しては、なお、従前の例による。 

３ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則第２６条第１項第４号に定める教育充実費は、令和６年 

度の入学者から適用する。 

   附 則（令和６年３月２７日 理事会） 

１ この学則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 家政科家政専攻、生活総合ビジネス専攻及び食物栄養専攻は、令和７年４月１日から学生

募集を停止する。 

３ 家政科家政専攻、生活総合ビジネス専攻及び食物栄養専攻は、改正後の大妻女子大学短期大

学部学則第３条第１項の規定にかかわらず、令和７年３月３１日に当該学科・専攻に在学する

者が、当該学科・専攻に在学しなくなる日までの間存続し、その者に係る第３条の２、第４条

の規定による別表（１）、第７条第１項、第９条の２及び第２６条第１項第２号～第４号に関

しては、なお、従前の例による。 

４ 第３８条第１項に規定する家政科家政専攻、生活総合ビジネス専攻及び食物栄養専攻の学生
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定員は、令和７年度に限り、次のとおりとする。 

学科・専攻 入学定員 収容定員 

家政科 

 家政専攻 

 生活総合ビジネス専攻 

 食物栄養専攻 

 

－ 

－ 

－ 

 

  ９０名 

  ７０名 

１００名 

５ 第３８条第１項に規定する家政科家政総合コース、食と栄養コースの学生定員は、令和７年

度に限り、次のとおりとする。 

学科・コース 入学定員 収容定員 

家政科 

 家政総合コース 

 食と栄養コース 

 

３５名 

５５名 

 

３５名 

５５名 

６ 附則２にかかわらず、家政科家政専攻、生活総合ビジネス専攻及び食物栄養専攻は、令和７

年度に限り、転学、転専攻又は再入学を受け入れることができる。ただし、受け入れる学年は

２年次のみとする。 

  附  則（令和７年１月２９日 理事会） 

１ この学則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、令和６年度以前に入学し、現に在学中の者

に係る第４条の規定による別表（１）の授業科目に関しては、なお、従前の例による。 

  附  則（令和７年３月２７日 理事会） 

この学則は、令和７年４月１日から施行する。 

  附  則（令和８年１月３０日 理事会） 

１ この学則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大妻女子大学短期大学部学則施行の際、令和７年度以前に入学し、現に在学中の者

に係る第４条の規定による別表（１）の授業科目に関しては、なお、従前の例による。 

 



別表（１） 

教養科目 

2

リーダーシップ開発

（女性とキャンパスライフ） 

（リテラシー） 

授 業 科 目 授業形態
単位数

備　考
必修 選択

大妻教養講座 講義 1

〔全学共通科目〕 

女性史

演習 2

日本語Ａ（文章表現）

講義

ジェンダーと社会生活 講義 2

日本語Ｃ（読解） 講義

基礎科目

コタカ学

女性と健康 講義 2

日本語Ｂ（口頭表現）

講義 2

講義 2

2

キャリアデザインⅠ

（キャリア）

2演習ＡＩ活用

情報基礎ＤＳ（表計算活用・データリテラシー） 演習 2

データサイエンス・ＡＩ概論 講義 2

講義 2

（人間と文化）

1

講義 2

2

情報基礎ＰＣ（情報活用・ＰＣ操作） 演習 2

キャンパスライフとメンタルヘルス 講義

講義 2

キャリアデザインⅡ 講義

音楽の世界 講義 2

美術の世界 講義 2

文学の世界

言語と文化 講義 2

日本の歴史と文化 講義 2

地域と文化 講義 2

日本文化・事情 講義 2 外国人留学生優先 

世界の歴史と文化 講義 2

哲学と思想 講義 2

(社会と生活) 

法律と現代社会 講義 2

政治と現代社会 講義 2

経済と現代社会 講義 2

メディアと現代社会 講義 2
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家政総合コース

ＳＤＧｓと現代社会 講義 2

(自然と科学) 

生命の科学 講義 2

自然科学の歴史

生活の化学 講義 2

科学と環境 講義 2

スポーツＡ 実技 1

講義 2

(スポーツ)

スポーツＢ 実技 1

教養特殊講義

スポーツと健康 講義 2

(教養特殊講義)

英語ⅠＡ 演習 1

英語ⅠＢ 演習 1

講義 2

外国語科目 

内容が異なる場合は複数回の
履修を認める。

フランス語Ⅱ 演習 1

フランス語Ⅰ 演習 1

ドイツ語Ⅱ 演習 1

ドイツ語Ⅰ 演習 1

中国語Ⅱ 演習 1

中国語Ⅰ 演習 1

韓国語Ⅱ 演習 1

韓国語Ⅰ 演習 1

日本語Ⅱ  演習 1 外国人留学生対象

日本語Ⅰ  演習 1 外国人留学生対象

外国語特殊演習 演習 1又は2
内容が異なる場合は複数回の
履修を認める。

地域文化・国際理解科目

国際理解（海外研修）Ⅲ

国際理解（海外研修）Ⅱ

演習 2

演習 2

地域文化理解Ⅰ 演習 2

演習 2地域文化理解Ⅱ

地域文化理解Ⅲ

国際理解（海外研修）Ⅰ

演習 2

演習 2

国際理解（海外研修）Ⅳ 演習 1

国際理解（海外研修）Ⅴ 演習 1

家政科

〔専門教育科目〕  
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住居関係

食品の官能評価・鑑別論演習

食品流通生活論 

食品学

食品加工学

栄養学

調理学

食品衛生学

フードスペシャリスト論

フードコーディネート論

食文化論

演習

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

講義

食物関係

基礎調理及び実習

食物学及び基礎実験

応用調理及び実習

食物総合演習Ⅰ

食物総合演習Ⅱ

2

2

2

2

2

アパレル設計・生産及び実習

アパレル企画論演習

手工芸論及び実習

被服総合演習

服飾文化論

ファッションコーディネート論

アパレル商品論

アパレル科学論

ブライダルプロデュース論

セレモニーと文化

カラーコーディネート論

講義・実習

講義・実験

講義・実習

演習

演習

講義・実習

演習

講義・実習

演習

講義

生活商品販売論

消費生活アドバイザー論

生活環境論

講義

講義

講義

講義

講義

演習

演習

講義

講義

講義

2

2

2

2

2

被服関係 

和服製作実習 2講義・実習

基礎科目

衣生活論

食生活論

住生活論

講義

講義

講義

2

2

2

生活・経営関係 

生活のマナー

生活環境論演習
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ビジネスコミュニケーションⅠ

ビジネスコミュニケーションⅡ

講義

演習

演習

演習

講義・演習

演習

講義・演習

講義・演習

ファイナンシャルプランニング演習

ＩＴ活用演習Ⅰ

ＩＴ活用演習Ⅱ

Ｗｅｂデザイン入門

Ｗｅｂデザイン演習

（社会体験実習） 

2

食品と衛生

食品化学（含食品機能）

食品化学（含食品機能）実験

食品学

講義

実験

講義

2

1

2

生活環境学実験

社会福祉論

講義

実験

講義

2

1

2

人体の構造と機能 

栄養生理学（含運動生理学）

人体構造機能論

生化学

病理学

講義

講義

講義

講義

2

2

2

食と栄養コース

児童関係 

子どもの生活と造形演習 演習 2

ビジネス関係

秘書実務 

秘書学概論

演習

講義

2

2

公衆衛生学

〔専門教育科目〕  

社会生活と健康

〔自由科目〕 

企業等体験実習 ― 1又は2

ファイナンシャルプランニング入門

住空間の心理

インテリアコーディネート論

講義・演習

講義・演習

演習

講義

講義

講義

講義

講義

2

2

2

2

2

2

2

2

インテリアコーディネート演習

暮らしと住空間演習

住居総合演習

住空間デザイン論

住まいの計画としくみ

住文化論

2

2

2

2

2

2

2

2
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ゼミナールＡ

ゼミナールＢ

ゼミナールＣ

ゼミナールＤ

食育演習Ⅰ

食育演習Ⅱ

高齢者の生活と栄養

食物栄養特論

食物栄養基礎演習

1

1

1

1

1

1

1

2

1

演習

演習

演習

演習

演習

演習

演習

講義

演習

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

給食の運営

給食管理論Ⅰ

食生活プランニング

調理学

調理学実習Ⅰ

調理学実習Ⅱ

給食管理論Ⅱ

給食管理実習Ⅰ

給食管理実習Ⅱ

給食管理演習Ⅰ

給食管理演習Ⅱ

校外実習指導

校外実習

講義

演習

講義

実習

実習

講義

実習

実習

演習

演習

演習

実習

2

2

1

2

1

1

2

1

栄養の指導

栄養指導論

食教育演習

栄養指導論実習

公衆栄養学

栄養士実務演習

講義

演習

実習

講義

演習

2

1

1

2

1

栄養と健康

基礎栄養学

栄養化学

栄養化学実験

ライフステージ栄養学

ライフステージ栄養学実習

子どもの食生活と栄養実習

臨床栄養学

臨床栄養学実習 

講義

講義

実験

講義

実習

実習

講義

実習

食品学実習

食品衛生学

食品衛生学実験

実習

講義

実験

1

2

1
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別表（２） 

〔自由科目〕 

企業等体験実習

（社会体験実習） 

―

スポーツ栄養論

食品の官能評価・鑑別論

フードスペシャリスト論

1又は2

2

2

2

2

2

2

2

食品流通生活論

フードコーディネート論

ＩＴ活用演習Ⅰ

ＩＴ活用演習Ⅱ

講義

講義

講義

講義

講義

演習

演習

書物文化論 講義 2

図書館情報資源概論 講義 2

情報資源組織論 講義 2

情報サービス演習（１） 演習 1

情報サービス演習（２） 演習 1

1

情報資源組織演習 演習 2

図書館基礎特論

図書館施設論 講義 1

図書館総合演習 

生涯学習概論

必修 選択

図書館概論 講義 2

図書館制度・経営論 講義 2

講義 2

児童サービス論 講義・演習 2

演習 1

講義 1

図書館サービス特論（２） 講義

講義 1

図書館サービス特論（１）

授 業 科 目 授業形態
単位数

備　考

〔図書館司書に関する専門教育科目〕

情報サービス論 講義 2

図書館情報技術論 講義・演習 2

図書館サービス概論 講義 2

1

図書・図書館史 講義 1

子どもの読書文化 講義 2

図書館情報資源特論（１） 講義 1

図書館情報資源特論（２） 講義
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